
  

  
 

２ 年度別推移 

（１）光化学スモッグ注意報等の発令状況の年度別推移 

 

ア 光化学スモッグ注意報等の地域別発令状況 
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（注） １ オキシダントの緊急時体制は昭和 46 年 6月 1 日から実施。 

 ２ 予報制度は昭和 47年 7 月から実施。予報は当日午前 11 時（平成 15 年度改正）までに発令する。 

 ３ 東葛・葛南の地域区分は昭和 51 年度から実施。 

   昭和 47年度から昭和 50年度までの発令地域区分は江戸川・船橋地域としていた。 

 ４ 表中（ ）は警報の発令日数。 

 ５ 昭和 53年度以前のオキシダント濃度は、現行測定法に換算したもの。 

 ６ 前日予報制度は平成 8年 7 月から実施。前日予報は、前日午後 4 時までに発令するもの。 

 ７ 平成 24年度から東葛より野田地域を分割し、九十九里、長生・夷隅、南房総へ地域拡大を行った。 

 ８ 平成 22年度は、東葛地域に 10 回発令しているが、野田市のみ及び野田市以外にも発令した日も含めている。 

   （内訳：野田市のみ 2 日、野田市以外 1 日、東葛全地域 7 日） 

 ９ 令和 4 年度は、九十九里地域に 2 回発令しているが、八街市のみに発令した日も含めている。 

   （内訳：八街市のみ 1 日、九十九里全地域 1 日） 
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イ 光化学スモッグ注意報等の月別発令状況 
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（注） １ 「注意報等」とは注意報及び警報 

 ２ （ ）は警報の発令日数。 
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（２）光化学スモッグによると思われる被害届出者数の年度別推移 

 

ア 地域別健康被害届出状況 
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（注）平成 24(2012)年度より東葛地域から「野田地域」が独立し、発令対象外であった「その他地域」が九十九里地域、長生・夷隅地域及び南房総地域として発令対象となった

ため、表が分割している。 
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イ 月別健康被害届出状況 
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（３）関東地方の光化学スモッグ注意報等の発令状況等 

ア 令和７(2025)年度月別光化学スモッグ注意報の発令状況 

イ 年度別光化学スモッグ注意報等（注１）の発令状況 
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（注１）「注意報等」とは、注意報及び警報を表し、（ ）内は警報の発令日数。 

（注２）今年度末に環境省が公表 
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ウ 令和７(2025)年度月別健康被害届出状況 

エ 年度別健康被害届出状況 
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（注１）今年度末に環境省が公表 

47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光化学スモッグの発生状況と対策 

（令和７(2025)年度） 

 

発行年月  令和８(2026)年３月 

発行・編集 千葉県環境生活部大気保全課 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町１－１ 

TEL 043(223)3857 

FAX 043(224)0949 

 

 


